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新型コロナウィルス感染症に関わる傷病手当金の医師証明について

　平素より、当健康保険組合の事業運営に関し、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
[bookmark: _GoBack]新型コロナウィルスの急激な感染拡大により、令和2年3月から臨時措置として、傷病手当金の医師証明を事業主による証明で代用可能としておりました。

これまで、新型コロナウィルス感染症は2類相当として位置づけられていましたが、令和5年5月8日から5類に引き下げられたことにより、同日付けで傷病手当金についてもこれまでの臨時措置を終了する旨、厚生労働省から通達を受けております。

つきましては、当健康保険組合では、5月31日まで移行期間を設け、5月31日受付を以って事業主証明での代用は終了とさせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

なお、発熱などの自覚症状があり、自宅療養を行っていた期間（医師に診療を受ける前の期間）についても、医師が既往の状態を推測し、初診日前から療養による労務不能と認めた場合は、傷病手当金の支給対象となります。

	受付期間（事業主）
	医師証明の代用

	令和5年5月31日で終了
	事業主証明での代用可　○

	 令和5年6月1日以降
	事業主証明での代用不可　×
（医師による証明のみ）


（注） １．新型コロナウィルス感染症の後遺症については、従来通り、事業主証明での代用は
できませんのでご留意願います。
２．被保険者に自覚症状はなく濃厚接触者になった場合や、事業所内での感染者発生により
自宅待機が命じられた場合は、被保険者自身が療養による労務不能とは認められません
ので、傷病手当金の支給対象にはなりません。
以　上
